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【議案第１５４号】 

北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び北九州市家

庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について 

（子ども家庭局所管分） 

１ 改正理由 

児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成１０年厚生省令第５１号）及び

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

の一部が改正され（児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省第６３

号。平成２７年３月３１日公布。同年４月１日施行）、保育所、小規模保育事業所（Ａ

型、Ｂ型）及び事業所内保育事業所（保育所型、小規模型）に配置する保育士の数の

算定について、保健師又は看護師に加え、准看護師についても、１人に限って、保育

士とみなすことができるとされた。 

これにより、厚生労働省令と同様に、北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例及び北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例を一

部改正するもの。 

２ 改正内容 

（１）北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 

乳児４人以上を入所させる保育所に配置する保育士数の算定について、保健師又

は看護師に加え、准看護師についても、１人に限って保育士とみなすことができる

こととするため、付則第７項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改め

る。 

現行 改正後 

乳児４人以上を入所させる保育所

に係る第４８条第２項に規定する保

育士の数の算定については、当分の

間、当該保育所に勤務する保健師又

は看護師を１人に限って保育士とみ

なすことができる。 

乳児４人以上を入所させる保育所

に係る第４８条第２項に規定する保

育士の数の算定については、当分の

間、当該保育所に勤務する保健師、

看護師又は准看護師を１人に限って

保育士とみなすことができる。 

１



（２）北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 

小規模保育事業所（Ａ型、Ｂ型）及び事業所内保育事業所（保育所型、小規模型）

に配置する保育士の数の算定について、保健師又は看護師に加え、准看護師につい

ても、１人に限って、保育士とみなすことができることとするため、第３０条、第

３２条、第４５条、第４８条中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改め

る。 

現行 改正後 

保育士の数の算定に当たって

は、小規模保育事業所（Ａ型、Ｂ

型）及び事業所内保育事業所（保

育所型、小規模型）に勤務する保

健師又は看護師を、１人に限り、

保育士とみなすことができる。 

保育士の数の算定に当たって

は、小規模保育事業所（Ａ型、Ｂ

型）及び事業所内保育事業所（保

育所型、小規模型）に勤務する保

健師、看護師又は准看護師を、１

人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

３ 施行期日 

公布の日 
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